
 

 

 

2026年４月 30日 

各 位 

会 社 名 株式会社村田製作所 

代表者名 代表取締役社長 中島 規巨 

（コード：6981、東証プライム市場） 

問合せ先 財務戦略部長 北隅 かおり 

     （TEL．075－955－6525） 

 

自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定 に関するお知らせ 

（会社法第 459条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び 

会社法第 178条の規定に基づく自己株式の消却 ） 

 

当社は、2026年４月 30日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第 459条第１項の規定によ

る定款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、同法第 178条の規定に基づ

き、自己株式を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得を行う理由 

資本効率の向上のため 

 

２．取得に係る事項の内容 

 (１)  取得対象株式の種類   当社普通株式 

 (２)  取得し得る株式の総数  75,000,000株 (上限)  

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 4.12 ％） 

 (３)  株式の取得価額の総額  150,000,000,000円 (上限) 

 (４)  取得期間        2026年５月 11日～2027年１月 29日（約定ベース） 

 

３．消却に係る事項の内容 

（１） 消却する株式の種類 当社普通株式 

（２） 消却する株式の総数 上記２．に基づき取得する全株式数 

（３） 消却予定日  2027年２月 26日 

 

（ご参考） 2026年３月 31日時点の自己株式の保有 

発行済株式総数（自己株式を除く）  1,820,292,151株 

自己株式数                     142,709,692株 

 

2026年３月 31日時点で保有している自己株式については、将来の戦略投資等において一部を活用

する可能性も含め、機動的な財務戦略の実行に備える観点から、中期方針 2027（2025年度～2027年

度）の期間中は引き続き保有いたします。 

 

以上 


